
くらしを守る全労連共済くらしを守る全労連共済
働く仲間みんなでひろげよう、安心のハーモニー

個人加入共済 ● 組合員と家族が加入できる制度です。
● 一人ひとりのニーズにあった制度を
 お選びください。

生命共済 シニア生命共済 医療共済

シニア医療共済 緩和型医療共済

交通災害共済 おうちの安心共済（火災共済）

生命保険を見直してみませんか？

〒530-0041 大阪市北区天神橋1-13-15 大阪グリーン会館3階　TEL(06)6354-7212 FAX(06)6354-7214
大阪労連共済
全大阪労働組合総連合共済会

全国一般大阪府本共済会
2025年4月

　組合の共済は、大阪労働共済を通じ全
国労働組合共済会及び全国労働組合共済
連合会に担保し、全国の働く仲間・労働
合と連帯し、助け合っています。
　一般の生命保険・損害保険と違い利益
第ー主義ではありません。だからこそ、
安い掛金で大きな保障が可能になったの
です。

　万一の災難に遭った時は仲間どうしの
助け合いが大切。この助け合いの輪は大
きければ大きいほど、心強いものになり
ます。全労連共済はいつでも、だれで
も、一人でも加入できます。また、退職さ
れてもひき続き利用できます。

● 組合員間の助け合いを目的として営利を目的としていません。
● 個人契約でなく団体扱いとして保険料（掛金）を低く設定できます。
● 組合が還営·管理していますので付加保険料（掛金）のうち、過大

な広告宣伝費や不要な経費を大幅にカットしています。

全労連共済は自主共済であり、掛け金
は所得控除の対象にはなりません。
（ただし年金共済・ガン保険は除く）
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生命共済 65歳までは生命共済で以後引き続きシニア生命共済へ

病気による
死亡・重度障害や
不慮の事故による

死亡・障害・入院に対する
保障制度です。

① 病気死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500万円保障
② 不慮の事故は倍額 ・・・・・・・・・ 3,000万円保障
③ 災害（ケガ）入院で最高 ・・・ 日額1万円保障
  （180日の長期保障）

④ 病気入院対象外です。
 ※病気に対する保障を希望される場合は、「医療共済」にご加入ください。

不慮の事故・感染症等の場合は以下の傷害特約も対象になります。

組合員本人、配偶者、同居の親族、
同一生計の別居の未婚の子

（生命・医療・交通災害共済共通）
※親族とは、六親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族のことを言う。

● 火災共済(おうちの安心共済)に自然災害特約が新設。
＊ 特約付帯すると掛金は2倍になりますが、地震保
障は基本契約の2倍 ( 最高600万円 )、風水害等
は基本契約の1.5倍～3倍 (最高900万円 )に。

＊ 豪雨による洪水被害で床上浸水の区分を整理し、
保障金額を引き上げ、床下浸水も新たな保障対象に。

＊ 地震等共済金の区分を改善し、保障額を引き上げ。
(詳しくはP7～「おうちの安心共済」を参照 )

● 同性婚も事実婚と同じ法定外婚姻として扱うことに
なり、配偶者として加入が出来るように。

● 10万円以下の申請は診断書不要に (5万円から10
万円へ )

● 安静休業の条件が連続7日以上から連続5日以上に。
＊ 入院と安静休業あわせて連続5日以上になれば、
安静休業が単独では連続5日に満たなくても、入
院を除く安静休業として給付。

～全労連共済は魅力いっぱい～

制度改定内容（2025年4月） 生命共済、医療共済の健康告知事項
生命、医療共済への新規加入および増口の際は健康告知事項の確認が必要です。
1～5の項目すべてが「いいえ」なら生命、医療共済に新規加入および増口で
きます。

1
加入申込日に病気やケガ（軽度のケガを除く）の
ため、休業または安静加療していますか（休業ま
たは、安静加療を要すると診断されている場合も
含みます）。

いいえ　　はい

2
病気で発効日からさかのぼって6カ月以内に医師
の治療を受けていますか（治療を要すると診断さ
れている場合も含みます）。

いいえ　　はい

3 病気で発効日からさかのぼって1年以内に医師の
経過観察を受けていますか。 いいえ　　はい

4
ケガで発効日からさかのぼって
次の日数の休業または安静加療をしましたか。
①1カ月以内に、通算して14日以上　
②6カ月以内に、連続して14日以上

いいえ　　はい

5 ケガで発効日からさかのぼって1年以内に開頭、
開腹または開胸等の手術をうけましたか。 いいえ　　はい

※1 ここでいう病気からは「花粉症、アレルギー性皮膚炎、にきび、虫歯、歯科矯正、水虫、軽度の盲
腸、および7日以内で完治した軽度の病気」は除きます。

※2 「医師の治療」とは、投薬、医学的処置および食餌療法等直接的・間接的な治療をいいます。
※3 加入申込日から発効日までに「健康告知事項」に該当する事由が発生した場合、当該の加入申込は

無効の扱いとなります。
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（不慮の事故・感染症等による）

※災害入院…不慮の事故・感染症等を直接の原因とする事故の日から180日以内に始まる入院(1日～180日）
　　　　　　100口を超える部分は、災害入院の共済金が一律1万円となるため、1口あたりの掛金が5円安くなります。
※感染症とは、「感染症法」第6条第2項から第4項に該当する感染症と、その他この会が認めた場合をいいます。

シニア生命共済 生命共済に加入されていた方が65歳からも引き続き加入できる制度です。

（継続型）80歳未満まで継続

掛金
65歳～
75歳

75歳～
80歳

死亡・重度障害共済金申
込
口
数

30口
20口
10口
1口

1800円
1200円
600円
60円

120万円
80万円
40万円
4万円

60万円
40万円
30万円
2万円

★基本は全労連共済の規約に準ずる。
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医療共済 65歳までは医療共済で以後引き続きシニア医療共済へ

入院保障のみシニア医療共済

緩和型医療共済

（継続型）80歳未満まで継続

緩和型にご加入の方は50％（小数点切り上げ）の口数で継続

病気やケガによる入院・安静休業に対する保障制度です。

（
65
歳
以
上
80
歳
未
満
）

シ
ニ
ア
医
療
共
済（
継
続
型
）

2,500円／日
2,000円／日

75歳～80歳
45日限度

1,500円／日
1,250円／日
1,000円／日
500円／日
250円／日

5,000円／日
4,000円／日

65歳～75歳未満
一日以上90日限度

3,000円／日
2,500円／日
2,000円／日
1,000円／日
500円／日

1,000円
800円

掛金
（月額）

600円
500円
400円
200円
100円

10口
8口

口数
（一例）

6口
5口
4口
2口
1口

★病気で通院中の方、病気療養で服薬中の方でも緩和型専用告知事項に該当無ければ加入できます。

①［入院＋安静休業（45日限度）］の場合は合計90日が限度で
す。②新規加入より1年以内の共済事由は給付限度日数が給付
基準の50％になります。（安静休業は23日）

（個人医療と合わせて20口）

連続5日以上90日限度

連続5日以上90日限度

5

連続5日以上45日限度

連続5日以上45日限度

生命共済と共通です。

生命共済と共通です。
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交通災害共済
月500円（10口）で死亡1,000万円、入院15,000円、通院5,000円

デパートの
エスカレーター
またはエレベーター
で転倒

歩行中、自転車や
車と接触

タクシーに乗車中、
後続車に追突された

電車で出勤途中、
駅のホームで人に
押されて転倒

●他覚所見ない頸部症候群や腰背痛の実通院については30日限度。

★基本は、全労連共済の規約に準ずる。

生命共済と共通です。

ご
注
意
●事故発生後、ただちに組合へご連絡下さい。
ご連絡が遅れますと共済金をお支払いできない場合があります。
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火災共済働く仲間の
助 け 合 い

マイホームから借家・家財まで安心

全労連の

※ 転勤のため、契約物件が空家や貸家になる場合は、毎
年、継続時に申立書を提出すれば、特例として引き続き
加入できます。

住 宅

家 財

組合員またはその親族が所有する、
居住を目的とした自家
※ 店舗・事務所等を兼ねた住宅については、店

舗、事務所部分の大きさなどの条件によって
取扱いが異なりますので、所属組合へお問
い合わせください。

注1） 別荘は居住を目的としていないので加入できません。
注2） 現金、有価証券、貴金属、自動車、営業用の商品などは保

障の対象外です。

組合員またはその親族が居住する
住宅内にある、それらの方が所有
する家財

単身 2人 3人 4人以上
加入限度
最高保障
木造掛金
鉄筋掛金

1,000万円
6,000円
3,000円

1,300万円
7,800円
3,900円

1,400万円
8,400円
4,200円

1,500万円
9,000円
4,500円

100口 130口 140口 150口

6



おうちの安心共済（火災共済）

ワイドな保障

住宅最高　3,000万円
家財最高　1,500万円 の保障

給付区分

全焼・全壊

部分焼・部分壊

焼破損割合が
70％以上
焼破損割合が
70％未満

損害額
（契約額を限度とする）

お支払い額
共済金 臨時費用

最高200万円を
限度に

共済金の15％

契約額の全額

※臨時費用なし
旅行・買い物等で一時金に持ち出した家財が、国内の他の建物
内にて火災等で損害を受けたときに、100万円または契約額の
20％のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。（業者
の倉庫等に保管したものの損害、または風水害等による損害の
場合は保障対象になりません。）

持ち出し家財共済金

さらに幅広い安心
見舞共済金等も充実

火災 消防作業による
冠水・破壊

落雷 破裂・爆発 航空機の
墜落

車両の突入 同一建物の他人の
住居からの水もれ

突発的な第三者の
加害行為

（損害額5万円以上）

①風呂釜と浴槽が使用不能となったとき…一事故につき5万円
②風呂釜が使用不能となったとき…一事故につき2万円
※臨時費用なし

階下等他家へ水漏れ損害を与え見舞金を支払ったとき

借家住まいでその家屋に火災の損害を与え修理費を支払ったとき

加入住宅の火災等で隣家へ損害を与え見舞金を支払ったとき

火災共済が「おうちの安心共済」に生まれかわり、 
さらに「自然災害特約」が新設されました！ 

2025年4月 

おうちの安心共済のしくみ 
自然災害の保障が心配な方は、掛金をプラスして特約を付帯することで、さらに保障を厚くできます。
特約をつけると、風水害等は、基本の1.5倍～3倍、地震は基本の2倍に保障を増やせます。 

基本契約に必ず加入します。

基本契約  
一口あたり掛金 

木造＝月5円・鉄筋＝月2.5円 

火　災
火災等共済金　最高4,500万円 
臨時費用 
借家人賠償責任共済金　等 

風水害
風水害等共済金　最高300万円 
【支払限度100口】 
臨時費用等 

地　震 地震等共済金　最高300万円 
【支払限度400口】 

自然災害特約  
一口あたり特約掛金 

木造＝月5円・鉄筋＝月2.5円 

風水害 風水害等共済金　最高600万円 
【支払限度400口】 

地　震 地震等共済金　最高300万円 
【支払限度400口】 

自然災害の保障を厚くしたい場合は特約をつけます。 
特約の口数は必ず基本契約と同一です。 
特約付帯に加え、基本契約を増口することで、自然災害の保障をさら
に厚くできます。 

●＋

自然災害特約　　　と加入 保障 2025年4月
スタート！
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基本 と 特約 の自然災害の保障内容

地震等共済金 　※臨時費用なし　　

地震 噴火 津波

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

給付区分（住宅） 損害程度
基本保障

●＋

特約保障

●＝

保障限度
基本＋特約計一口あたりの

共済金
限度

（400口）
一口あたりの
共済金

限　度
（400口）

全焼壊・流出 50％以上 7,500円 300万円 7,500円 300万円 600万円

大規模半焼壊 40％以上50％未満 5,250円 210万円 5,250円 210万円 420万円

中規模半焼壊 30％以上40％未満 ★4,500円 180万円 4,500円 180万円 360万円

半焼壊 20％以上30％未満 3,750円 150万円 3,750円 150万円 300万円

準半焼壊・一部焼壊 20％未満
100万円超 750円 30万円 750円 30万円 60万円
50万円超 250円 10万円 250円 10万円 20万円

家財の損害 基本保障 特約保障 保障限度
基本＋特約計一部焼壊に該当しない場合で

家財に50万円を超える損害が生じた場合
（家財特約がある場合のみ）

一口あたりの
共済金

限度
（150口）

一口あたりの
共済金

限　度
（150口）

450円 6.75万円 450円 6.75万円 13.5万円

◉注意点
共通） ①借家人賠償・貸家・空家は地震等共済金の対象になりません。②付属建物の損害は、一部焼壊の扱いとなります。
 ③風水害等共済金と地震等共済金の給付区分と損害率は異なります。④損害区分は原則として罹災証明書で判定します。
★2025年4月以降の事由より対象

基本 と 特約 の自然災害の保障内容

風水害等共済 　　

豪雨 台風・突風 大雪など

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住宅の損害程度に応じてお支払いします。
※基本と特約では、支払限度口数と1口あたりの共済金額が異なりますので、ご注意ください。

給付区分（住宅） 損害程度
基本保障

●＋

特約保障

●＝

保障限度
基本＋特約計一口あたりの

共済金
限度

（100口）
一口あたりの
共済金

限　度
（400口）

全壊・流出 70％以上 30,000円 300万円 15,000円 600万円 900万円

大規模半焼壊 50％以上70％未満 21,000円 210万円 10,500円 420万円 630万円

半壊 20％以上50％未満 15,000円 150万円 7,500円 300万円 450万円

一部壊
20％未満

損害額が100万円超 4,000円 40万円 2,000円 80万円 120万円
損害額が50万円超 2,000円 20万円 1,000円 40万円 60万円
損害額が20万円超 1,000円 10万円 500円 20万円 30万円
損害額が10万円超 500円 5万円 250円 10万円 15万円
損害額が5万円超 ★300円 3万円 150円 6万円 9万円

★床上浸水
（延床面積中の浸水率①と床面
からの高さ②で区分を判断）

①50％以上　②100㎝以上 15,000円 150万円 7,500円 300万円 450万円
①50％以上　
②40㎝以上100㎝未満 7,000円 70万円 3,500円 140万円 210万円

①50％以上　②40㎝未満
3,000円 30万円 1,500円 60万円 90万円

①50％未満　②条件なし

★床下浸水 泥かき、消費費用10万円超 500円 5万円 250円 10万円 15万円
泥かき、消費費用5万円超 300円 3万円 150円 6万円 9万円

◉注意点
共通） ①付属建物の損害は、一部壊の扱いとなります。
 ②借家人賠償をご利用の方は基本保障は家財の口数または100口のいずれか少ない口数、特約保障は家財の口数での計算となります。
基本） ①火災等共済金と計算方法が異なり、実損填補ではありません。②風水害等の場合、別に共済金の15％を臨時費用としてお支払いします。
 ③床下浸水5万円以下の損害の場合は、基本保障で一律1万円の見舞金を給付します。（床下浸水5万円を超える損害の場合で、基本保障が1万円に満たない

場合は、見舞金に代えます）
特約付） 共済金額が損害額を超える場合は、損害額が限度となります。②特約部分に臨時費用はありません。
★2025年4月以降の事由より対象。床上浸水は区分が変更になりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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